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　広報ひがしうら５月合併号でお知ら

せした対象世帯から拡大しました。

●対　象

・拡大前

　要介護度３～５の方、身体障害者・

精神障害者・療育手帳をお持ちの方

・拡大後

　自力でごみステーションまでごみ

を運び出すことが困難な方で、避

難行動要支援者名簿に登録されて

いる方または65歳以上の方のみ

で構成される世帯

●収集方法

玄関先など、事前に取り決めた場所

に出されたもえるごみをごみステー

ションまで運搬

●事業開始　７月１日（予定）

●手数料　50円／１回

●申し込み

ごみ出し支援申込書を区長、自治会

長または地区民生委員へ

※ごみ出し支援申込書は環境課、各

地区コミュニティセンターで配布

または町ホームページからダウン

ロード可

●問い合わせ　環境課　内線２８３
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ごみ出し支援を
希望する方へ

雑草の刈り取りや樹木のせん定を定期的に！

対象世帯
を拡大し

ました！

　災害発生時に避難誘導、安否確認および避難所などでの生活

支援を迅速・的確に行うため、自分で避難できない方や助けを

呼べない方を事前に把握し登録する「避難行動要支援者名簿」

を整備します。対象となる方で、名簿への登録を希望する方は

問い合わせ先へお知らせください。

　７月１日以降、民生委員が対象になると思われる方を訪問し

ますので、ご協力をお願いします。

●対　象

　町内在住の高齢者、障がい者、その他特に配慮を要する方

のうち、災害が発生または発生する恐れがある場合に自ら避

難することが困難で、かつ支援を必要とする次の方

①要介護３～５の方

②要介護１または２でひとり暮らしまたは同居の家族が65

歳以上の方

③身体障害者手帳１級または２級の方（心臓・じん臓機能障

害のみで該当する方は除く。）

④精神障害者保健福祉手帳１級または２級でひとり暮らし

の方

⑤療育手帳Ａ判定の方

⑥難病疾患がある方（歩行が困難な方）

⑦75歳以上でひとり暮らしの方または75歳以上のみの世帯

の方

⑧75歳以上で日中ひとり暮らしの方

⑨災害時要援護者登録があった方

　※社会福祉施設などに入所または入院している方は除く。

●問い合わせ　福祉課　内線１２７

登録しませんか
避難行動要支援者名簿
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　三河湾および三河湾沿岸の自然

風景や海と人とのふれあいの風景

を題材にした作品を募集します。

　素敵な三河湾の写真の応募をお

待ちしています！

●作品規格

白黒・カラー可、四ツ切・四つ切

ワイド・A4可

●応募方法

９月25日（金）までにプリントした

写真（組写真、加工・編集写真不

可）の裏面に画題・撮影場所・撮影

日時・氏名・住所・電話番号を記入

のうえ問い合わせ先へ（必着）

※複数応募可、ただし入賞は１人

１作品

※自作で未発表または発表予定

がない写真に限る。

※人物が写っている写真は、肖像

権に関する許可を得ていること

※作品の使用権は主催者に帰属

するものとし、後日、ネガまた

はデジタルデータを提出する

こと

※応募作品は返却しません。

●審　査

　作品見学者による投票

　※作品展示　10月18日（日）

　　大浜漁港（碧南市）

●賞

　・金賞（１名）：２万円相当賞品

　・銀賞（１名）：１万円相当賞品

　・銅賞（１名）：５千円相当賞品

　・美 SEA 賞（７名）：

３千円相当賞品　

●問い合わせ

　三河湾浄化推進協議会　事務局

　 ０５３２－５１－２３９０

　 〒440-8501（住所不要）

　　豊橋市　環境保全課

　 http://www.mikawawanjouka.jp/

　三河湾は、海水の交換が少ない

閉鎖性海域のため、水質・底質の

汚染が大きな課題になっており、

かつての美しい恵みの多い海の姿

が失われかけています。

　汚れの原因は、家庭からの炊事・

洗濯などの生活排水によるもので

す。水質をきれいな状態に保つため

にも、各家庭から調理くずなどを流

さないよう水切りネットを使用し

たり、不要な食品油は古紙に吸わせ

てもえるごみとして処理するなど、

毎日の暮らしの中で努めましょう。

浄化週間ＰＲキャンペーン

●と　き

　７月28日（火）　午前10時～

●ところ

　イオンモール東浦

　セントラルコート

●問い合わせ

　環境課　内線２８５

園芸を楽しんでいる方へ

三河湾 美
うつくしい

SEA フォトコンテストいいね！

●問い合わせ　環境課　内線２８２

プレゼントがあるよ！

取り戻そう
美しく
豊かな
三河湾

７月22日は「三河湾浄化の日」

７月22日～28日は
「三河湾浄化週間」


